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第 3次つくば市障害者計画
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第 6期つくば市障害福祉計画
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第 2期つくば市障害児福祉計画
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令和5年度 (2023年度)ま で
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総論 第2章 障害者をめぐる状況

【◆後利用したい福祉サーピス】

E身体障害、矢目的障害

身体障害で|ま、希望の多いlll買にF③短期入所」(1 8Hl°/。 )、
『③居宅介護」(18.0%)、「⑦

幽立訓練(機能訓練)J(17.70/。 )、「③計画相談支援」(17.20/。 )、『⑥生活介護J(16.00/。 )

などとなつています。

知的障害では、希雲の多いlll買 に「③計画相談支援」(48.50/c)、「⑬短期入所」

(48.0。/。 )、「③自立訓練(生活訓練)J(39,70/。 )、「⑮共同生活援助ど(37.60/0)、「④行動

援護」(34.5%)、「⑬施設入所支援」(34.50/O)などとなつています。

身体 (n=643)

①居宅介護(ホームヘルプ)

②羹度訪間介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障害者等包括支援

⑤生活介護

⑦自立訓練(機能謝1練l

③自立訓練(生活訓1縛

③就労移行支援

Ql就労継続支援A41(濃用契約あり)

③就労継続支援B聖 (藤用契約はこ′)

⑫療養介護

⑬短期入所(ショートステイ)

⑭就労定着支援

⑮共同生活援星Fむ (グループ林―ム)

⑬施設入所支援

①計画本目談支援

⑬地域移行支援

①地域定着支援

⑬児童発達支援

⑧放課後等デイサービス

②イ果高所等訪問支援

④居宅訪問型児童発達支援

②医療型児童発達支援

⑮障害児相談支援

⑮移動支援
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総論 錦2章 障害者をめぐる状況

亜精神障害、難庵

精ネ学障害で|ま、希望の多い膜に「⑬就労定着支援』(24.70/。 )、 F⑩就労継続支援 A裂」
(24,1%)、 輸 計画相談支援J(23.5%)、「③鶏立喜|1練 (生闇 |1練 )重 (22.9°/。 )、 ゆ 就労
移行支援督(2竜 .2%)などとなってぃます。

難病で|ま、希望の多い1贋 |こ「③居宅介護』(18口 5%)、「④生活介護」(真 5,9°/。 )、「②鶏
立訓練(機能尋‖練)と (電 5,9°/。 )、「③短鶏入聯」(竜 も.9°/。〕、「⑬計画相談支援ど(15,4°/。 )、

聰 移動支援ど(瑕 5.4。/6)な どとなってぃます。

O居宅介護(ホームヘルプ)

②範度訪闘介護

③周T手援護

ё行動援護

⑥重度障害者等包括支援

③生活介護

O自立副1練 (機能訓翻

③自立謝練(生活講i練)

◎就労移行支援

⑭就労継続支援樫 て居』]契約あり)

①就労継続支援3聖 (塵翔契納 と′)

@瞭養介護

G短期入所(ショートスティ)

⑭就労定着支援

⑬共同生活援助(グループホーム〉

⑬施設入所支援

ごll計画相談支援

r13地域移行支援

0地域定着支援

⑩免董発達支援

⑬放課後等デイサービス

鬱保育所等訪Fっ弓支援

⑬居宅訪F「尋聖児童発達支援

め豚療型児童発達支援

廼障害児卒昌談支援

④移動支援
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各論2第 3章 令報5年度(2023年度)|こ おける国標値

露3薫 鐸璃犠5年麓(202毬 鴬蓄鐘うとこ鵞奪す轟園揺罰直

鋒鞭節 繭覇計画の評価

「つくば中峰審福祉計画(第 5期 )。 つくば市博書児福祉計画(第 1期 )Jで、成果目様、活動

指標を設定したもの1こついでの評価を行しヽました。

1絶設入β
~緒

の地域隻藩への移特

令和 2年度 (2020年度)末時点にお1す る平成 28年度 (2016年度)末から入所

施設利用者の減少数

最零訂直 3人

実績値 0人

平成 30年度 (2018年度,から令和 2年度 (2020年度)末までの地域蕃行者数
目裸値 14人

実績値 9人

●令不凰2等度来時点で入所施設入所着数の減を3墓と見込んでいましたが、実績値|ま③人

でした。また、令藉2年度未までの地域琴タタ行者数を44人と見込んでいましたが、実績tま

9人でtプた。

こ里由として|ま、施設華む用
―
書σ》菫度f極・高齢fとによりす也域琴タタ行者数が減少していること等

が考えすられますが、全国的に見ても同様の傾向があります。そうしたことから、国で|ま報

函蠅改定において、グループホームで重度の障害者への支援を可能ととする「自中サービス

支と髪裂共同生活援助』など、新しいサーどスの創設を行つております。こういつたサー定
｀

スを活用しながら、地域での生活を希望する障害者が、地域で生活できるよう使えるサ

ーどスの充実に努めていきます。

2精神障害番にも姑応した地域包播ケアシステムの構築

令和 2年度 (2020年度)末までに、保健・医療 ,福祉関係者による協議の場の

設置

目標値 設着L

実績値 設置

●令和2年度末までに、保l鰺_争 医療・福奉止関係者による協議の場の設置を目標とし、実績fま

設置としました。

この事業lま、矯卒申陣害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることがで

きるよう、医療、峰審福祉。介護、住まい、率止会参畑(就勇)、 と也域の助tす合い、教育が包播

的に確保された地域包播ケアシステムの構築を園指す必要があるとして、自標設定され

たものです。南で1ま、これまでもlttlttl」 fこ精神科病院還院時の地域短お|する支援体需とを調

整する退院時サービス調整会議や在宅者についても必要|こ応じた1国遇l」支援会議の開催

など、この事業の機能を果たす業務を行ずていましたが、目標設定にあたり、新たに会議

の実施体論lJを整備しました。

と19



精神障害者における

就労継続支援 B型事業

実態調査報告書

令租2(2020)年 4周

特定非営利活動法人

全国精神障害者地域生洒支援協議会
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'イ

豊留」こ£培伝88N

gawa 
テキストボックス
皆川幸枝議員　令和５年６月定例会　一般質問資料

gawa 
テキストボックス
資料 No.2

gawa 
テキストボックス
　出典：特定非営利活動法人精神障害者地域生活支援協議会ホームページ掲載「精神障害者における就労継続支援B型事業実態調査報告書」　https://www.ami.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/84addcf911fd6e8cd4430d1685ca5496.pdf



本 llll介 についての「群1米」「考察」「提言」は、市t羊ま

でにおいて示されているため、本革ではi,可 企研究を進

めた結米についての所感を中ィ心に述べていきたい.その

ため、本章は調介によってづこ証された結果に州する個

人的な感想も含まれていることを予め断っておく。

(1)「数字で実訂:さ れたこと」を真摯に受け止める

必要がある

正直な思いとしては、「I賃額は利用1者の前足度に

相関していないJと いう、ここまでストレートな結米が出

るとは想像していなかったじ調介の準備段階では、「Ii

賃額の高低に満足度はアli右 される」ことは前提であっ

た。その前1姓 の_上で「多様な利用者ニーズが淀在して

いる就労継統支援B型事業所 (以 下、B寛〔1)であるが

ゆえ、『「「:賃以外の援助の必要性」を感じている利用

者も一定数存在するであろう。その仮説が実証される

データが導き出せれば、現在の工質額のみで評価す

る国の画一的な方向性に異議中し立てができる」と考

え、本調査を計画 tン た経緯がある.しかしながら、こう

した結米がストレート1こ liIて きたことは予想を超えるも

のである。

B登4の利用者に関しての今回の規模での大規模調

査は国内では初のことであり、今日の利用者満足度

は、明確な事実として強く至く受けとめる必要がある。

本調今で角1り 得た結剪とは、必ずしも精和

“

障害をもつB
型利用考仝員に当てはまることではないとも言えるんヾ、

田が進めたIttで区分けする報 l特,llは 、「利用者ファー

スト」という祝点から考えると、はたして妥当性のある

ものなのか、疑義があると考えられる。

平成29年冬、報酬改定奈が議論された際には、

「 (生活支援が大切であるという)データを持っていな

いので検討できなし、工賃額で区分することは、誰の

日から見てもわかりやすいことなので、、、」という意見

があった.今「II、 このような結果が|IIた ということは、

「誰の日から見ても」の「誰Jに、本来、 ^恭 に入るべ

き利用者が入っていなかったということが言えるので

はないか。

(2)人が「働く」ことの意味や価値、役割は広く、深い

平成30年 6月 、B型調査を企画検討する実行部隊と

して検討委員会の下にプロジェクトチーム (以下、PT)

を設けた。PT内では、B■1の実態を糾解くうえで、B者1

の特徴や差別化 (地域活動支援センターや生活訓練、

デイケア等の他日中系事業との違い等)について話し

合いを行った。そこで出てきたワードは「働くこと (4上

産活動)」 であった。モ)ち ろん、地域活動支援センタ‐一

や生it訓練でも作業プログラ′、を取り入れている司手業

所は多いが、B型 には事業名にも「枕労」とあり、利用

者も働きたいという思い実現する場、自分にとつての仕

41場 とIッて利用している方が多いと考えた.その中で

1働 くこと (生産活動)」 という機能を有するB型が利

用者にもたらす効果はなんであろうか、という視点を持

ちなが
')調

査票を作成していった。

結果としては、「働くこと (4L産 活動)Jは 工貸以外

の面での満足をもたら―
す
｀
ことが「lぃ1査結果から示唆され

た。利用者イ固々 での異なるmiTこ 、ァィデンティティー、

願い、課題解決等が関うとしていることも、調介結果か

ら読みIXれる。「考察」で示された通り、「働くこと」と

「生活支援Jが Fげ輪で機能する援助が満足度に大き

く影糾している。単に所得保障といった「41活資の一

部を捻出するとい)凹 :格だけではなかっノ雪 ことがデー

タとして示されたわけである。国が近年、B型事業で推

tン 進める「障害者の働き方」=「所得を得る」「就職す

る」という観点だけでは全く収まらない「働くことから

生じる多様な効果」がB型 にあることが示Wを された。

本来であれば |お金は欲しい」はずであり、それは〒佐し

もが持つ当然の欲求であろうのしかしその当然の欲求

よりも優先したい、さらに必要な援助、関わりが求めら

れているというホIF米が、B型利用考の実態であり、歿が

田で暮らす精神障害をもった方々の明実な,と のヽ叫びと

受け取ることもできるのではないか.「税収を増やした

い |「労働力を増やしたい!と いった、財派ありき、経

済優先で進める佑Ⅲ度設計によつて、人の思いや日標が

かさヤ肖さ才tてはならない。人の暮らしにとつての労lり」、

働くということの意味、価値、役割をもっと広く、深く考

える必要がある。

一方で「働く」ことについて、検討委貝から「就労支

援において『支援のゴールはリカバリー諄と言われるよ

うに、
''カ

バリー志向性を高める支援は、とりわけ精刊1

障;i手 の1+つ方の就労支援には l『l要であり、就労支援に

おいては生 〔ヽ支援と引1献支援が欠かせないことが今Ⅲl

のlillll杢結果で明らかになったのではJという意見があっ

た。PT内でも、「就労定若支援での鍵は生活支援。

就職前にそこをちゃんとやっておかないと、後で崩オして

しまうことが多い。当たり前に必要なことだが、日常生

活での支援をちゃんとしない枕労移行支援事業所は

あるのでは、、、Jと いう声もあった。企業就労におけ

る必要なファクターは単に面1妻 でのスキルや企業との

マッチングに留まら
‐
,・、まJ・その人個人の暮らし、4ti活

状況を把握し、必要な援助を行うことが大切である。
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また、PT内 で行ったI賃 額と満足度についての意

見交換にも触れておく。「工貸額は2万 円や3万円レベル

でではなく、10万円くらいだと満足度に紫がるのでは?

そのレベルだと不可用者も自分の生i音 の変化を容易に想

像できる金額だろう」という意見である。つまり、現行竹1

度の中でそのような支援を行うことを期待されているの

はA型であり、B型での「働く」支援は別の次元である

のではないか、ということである。

対象者や共体的な支援内容が異なっていながらも、

法律上「就労継続支援Jに区分さ才て いることが、無理

に関連性を持たせたり、一方で差別化し、歪んだ関係
イ圏iがA型とB理にはあるのではないか。力IIえて、工賃と

所得保障を考えた際、どL活保護制度の稼働収入による

返金審tや手元に残る金額の設夕とが、就労意欲を肖といで

しまっている可能性もあるのではないかという懸念も生

じる。令和元年1()月 の消費税増税に伴い、障害基礎年

金受給者へも給付金 (1級6,250円 、2級 5,000円 )が迫

加文給されることになったが、生活保護受給者にとって

は、この追加支給は収入認定されるため、「工賃と給付

費の合計額と保護の控除額である15,000円 との差額を

返金する」こととなる。生活保護法、年金伸l度、、、縦割

り行政による制度問の41みにより、結果として労働意欲

の低下に繋がる事態も生じている。

また、B型のあり方やヨ:賃について検討委員からは、

「陣春者権利条約に際し、ドイツでは日本でのB2型に|ゝ

たる施設 (事業所)を『労働者として一定の処遇をすべ

き」との働告を受けた。日本のB型もドイツと同様に何か

しらの指摘が出るのではないか ?」 、「|口 法での他障害

との制度上の大きな格差から、精神障害分野は経営基

盤の弱い事業所が多く、十分な設備投資が困難であっ

た経緯も工賃に影響しているのではない力司という意見

もあった.ワールドヮイドな働く場の捉え方や、今までの

歴史や事実をお、まえ現状を検証する必要性な工 様 な々

捉え方、考え方があると言える。

(3)現イf制度の限界と法改正について

平成18年 に現行法の前身である障害者自立支援法

(以下、支援法)が施行された。残念ながら、この法律は

障害者れ祉について時間をかけ考え作られた法律では

ない。周知のことと思うが、15年にスタートした支援費制

度の財政負担増が支援法発端の理由のひとつである。こ

れにより、障害福祉サービスは「措置から契約」へと新し

いあり方に転換した。しかし、支援費怖1度のサービス量

は国が想定していたものを1年目から大きく口Jり 、必要

額が予算和を超える事態となった。支援法は、その】大況

を打開するため「持統可能な制度」にと慌てて策定され

た。つまり支援法は、障等者への支援内容よりも、まずは

財源面がクリアすべき使命であった。

当時、支援費制度の蚊帳の外に世かれていた精却,障

害分lJII'に おいて、とりわけその中でも最も利用者数の多

かつた小規模作業所については、自治体ごとの補助金

制度により支えられていた。支援法での三障害一元化に

よる全国一律の制度に乗ることで、全国での運営費格

差は一定程度解消したと言える。しかしながら一方で、

一元rヒの法内容であるがゆえ、それぞれの障害特14iに

対サ
‐
る考え方、支援は貧しくなった面がある。法体系の

根幹となる1叫別支援給付事業の体系も、障害のある人

たちの様 な々暮らし(生き様)を「介i斃」と「訓棘」とい

う極端ともいえる定義イヽlけ で2分化し、さらにそれぞれ

を湘‖分化することで対応しようとした。つまり、世代や特

性、価値観、等、障害を持つ方佃 の々様 な々1lii舌 妨面に

対応する仕組みとは言いがたく、人の暮らしを類型化、

パターン化することにより、制度から抜け落ちでtンまう方

が生まれてしまっている。支援法により障害福祉の財政

規模狩ヾ飛躍的に拡大したことに間違いはないが、一人ひ

とりの障害者にとって 1使いづらい仕組み」がとLじてい

ることも、もう一方の事突である。

殊に、支援法が構想された際、就労継統支援事業に

は、そもそもB型のイr:在 がなかったJliは 特記すべきこと

であろう。口が示した支援法 (案)の段階では福れL的就

労の類ど:世 として、就労継続支援事業は汚:用 関係を伴う

もの (す なわち、現在のA型 )し か設定されていなかっ

た。それが金田の関係団体等からの強い抵抗により、後

から国が追加して作ったのがB型である。つまり、当初

想定していなかった利用者との雇用関係を伴わない事

業所の移行先として、後付け的にB型という類型が設定

されたという経緯がある。国は当初、障害を持つ人の働

き方をA型というサービス類型内容で実現しようとして

いたため、想定 tッていなかった対象者の「柄為Lサービス

を利用 t′ ながらの多様な働き方」についてはさほど三き

を担いていなかったのではないかと構淑1する.

当初、日は全国の小規模作業所 (工 障害)を 支援法

の施設体系の対象施設とは位置付けておら→k旧体系

での授産施設、編社工場等の法ケと施設の移行先として

事業内容を考えていた。しかし、それに対する全国的な

運動、要望の結果、小規模作業所も支援法での施設体

系に組み込むこととなり、就労継続支援事業の事業内

容、対象等はよ′)1嘱広い活動を伴う事業とし
‐
Cス タート

したのである。障害を持つ方の地域生活を多様な支援

で文えてきた全卜Iの小規模作業所を想定外に置いてい
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た法召士でありながら、結果として現在のBliと には、小規

模作業所での活動の延長上での支援 i舌動が生きてい

る。先に記した通り、「支援内容」ではなく「員オ源問題」

で生まれた法律であるがゆえ、実態とはそぐわない内容

が |ノ
、l包された法律だと個人的には考えている。

また、本 llllll査では検証 していないが、給付事業の類

型から抜け落ちてしまう対応策や多様な支援策の法体

系的な位置イ、lけ として、地域活動支援センターの役割

は大きい。しかし、それは地域生活支援事業として、自

治体Ⅲ財・源に依る事業のため現実的には給付事業並み

の事業連甘は対としい。支援内容も、設置基準等も地域

ごとで大きな格差があり、残念ながら地域活動支援セ

ンターは、糸合イ、l可I業 を |´分tiフ ォローできる1大況とは言

い州にい。「精和II障害者にも対応した地域包↓Tケ アシステ

ム」が叫ばれ、1ヨ治体の役割が一層重要望liを増している

今、単に白治体に丸投げするような伸1度 ではなく、日が

責任を持って障害を持つ方の暮らしに寄り添つた給付

事業と地域生活支援事業の双方のあり方を再検討する

必要性がある。

(4)教わる立場であること

今回の調査を通し、今世|の 利用者の声を何えたこと

はとても大きな収椎である。私たちにとって仮説であっ

たことカリこ〒Riされた史い収機がある一りJ、 利用者との認

i故のズレやおごりにも似た判断もあるのではと、白らの

足元を振り返る機会にもなった。

田は L「:賃を 1■げることがB型の使命」と掲げ、それ

に基づいて報酬が改定された。事業所もその方向性を

目指し作業量を増やす方向に動いた現象がある。しか

し利用者の満足度は別のところにあるのではないかと

いうのが今回の調査結果である。に うすることは障害

を持っている人にとって良いことだし、辛せなは中
州 と、

国も事業所も、当事者の思いをちゃんと確認できてい

ない呵1て＼勝手な想像の城で動いていたということにな

るのではないか。障害の当事者ではない組Iの常識や感

党、観念が使先した中で、ルールが作られ、趣川がなさ

れたことになる。本章 (1)でも触れたが、利用者 (当手

者)の実態がしっかり理解されない中で、社会が動いて

しまったのではないかという懸念である。

「私たちの事を私たち抜きで決めないで(Notiling

About Us Witllout Us)」 。今回の調査結果は、制度を

作った日だけではなく、支援者と呼ばれる自分たちに

も、我が身を振イ)返る必要を痛感させた。この仕事を始

めた当時、ある先輩職員に「私たちがわからないこと、

困つたことの答えは、日の前のメンバー停け用者)が持っ

ている」と,=われた記1意 が重ボって来る。モ)っ と利用者向

身から教わらなくてはいけないと立場であることを自分た

ちは忘れてしまってはいけないとン、日々の業務の中で、

もっと利用者との関わりを増や 1ン 深ヽめ、想像 tフ 、確認し

ていく作業を糸色やしてはいけない。

□ (行政)1よ障害を持つ人、支援者の行く手を左右す

る仕組みを作る立場である。支援者 (事業者)は 制度を

運用し、障害を持つ人の生活に直接的に関わる立場で

ある。どちらの立場にいる者も、夕Hらないこと、わからな

いことが沢山ある。障害当学者の声に耳を傾け、謙虚に

「教わる_1姿勢でいることを忘れてはいけない。おごる

ことなく、自分たちのあり方を今一度、組織、佃人が認

i哉すべきである。

最後になるが、今 |「 |の 調査は当初予定していた内容

より大幅に調査項目を増やし、口答者にとってはとても

手間のかかる調査となってしまった。それにもかか才)ら

ずタクくの利用者のみなさん、事業所の方々がご回答く

ださつたことに心より感謝中セッ上げる次第である。多忙

にも関わら・ずご距1答 してくださつた方 の々熱い意思を受

け取り、その童みを感じている。

今後もみなさんから頂いた貴三な意見、思い大切に、

我が日の精神障害柄れとがより発展していくよう、さらな

る活動を行っていく砂i存である。
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令和 4年度つくば市学校給食の在り方懇談会報告書

1 はじめに

従来、つくば市における学校給食運営上の重要事項については、教育委員会の

附属機関である「つくば市立学校給食センター運営審議会」で審議を行ってきた。

しかしながら、基本的な学校給食の在 り方や望まれる形について、自由な意見を

聴取、交換する場が存在せず、望まれる給食施設や食育の在 り方について議論す

る機会が必要であると考えた。

そのため、学校給食に係る施設整備や学校給食の課題と方向性について、今後

のつくば市の学校給食の基本的な在 り方を検討する際の参考とするため、つくば

市では令和 34F度から「つくば市学校給食の在 り方懇談会」を開催 してきた。

令和 4年度も引き続き、計 5回の懇談会を開催し、市議会議員、公共的団体の

職員、学識経験者、学校教育関係者、公募により選考された市民委員等様々な関

係者による意見交換を行った。

本報告書は、全 5F口 Iの懇談会について、その実施内容と交わされた意見につい

て、とりまとめたものである。

2 懇談会構成員

区 分 所属・役職 委員指名

市議会議員 つくば市議会 小森谷 さやか

地方行政機関及び公

共的団体の役職員

」Aつ くば市学校給食部会部会長 稲葉 恒男

JAつ くば市職員 會原 亮太

JAつ くば市谷田部役職員 横曲 治夫

JAつ くば市谷閉部職員 太田 英明

学識経験者 つくば市栄養士都会部長 井砂 利江子

つくば市学校給食会給食主任代表 宇都宮 彩花里

つくば市食生活改善推進員協議会会長 鷹巣 節子

学校教育関係者 つくば市校長会会長 栗 山 賢司

つくば市学校給食会会長 岡野 矢H樹

つくば市幼稚園会会長 中野 桂子

学校給食運営に関わ

る市職員

つくば市教育局長 吉沼 正美

つくば市財務部長 中島 弘志

つくば市経済部長 野澤 政章
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つくば市給食センター代表所長 新関 清美

市民 つくば市PTA連絡協議会会長又は会

長が指名する者

重光 泉

市民公募 (市内学校等に通う子の保護者) 金子 テl月 子

市民公募 (市内学校等に通う子の保護者) 河日 宗央

市民公寡 秋 元 波

市民公募 加藤 祐望

3 開催状況

(1)第 1回

令和 4年 7月 4日 (月 )13:30～ 15:30 庁舎 204会議室

自己紹介

事務局説明

。つくば市学校給食の在り方懇談会について

・令和 3年度つくば市学校給食の在 り方懇談会活動報告について

意見交換 (3班に分かれてグループワーク)

(2)第 2園

令和4年 9月 8日 (木)9:30～ 11:30 つくばすこやか給食センター豊里

他施設見学

意見交換

(3)第 3回

令和 4年 ■月 16日 (水)10:00～ 12:00 庁舎職員研修室

Zoomに よる自校方式給食施設の紹介及び説明

都内自校式小学校事例発表

質疑応答

(4)第 4回

令和 5年 1月 13日 (金)9i30～ 11:30 庁舎防災会議室

意見交換 (セ ンター方式給食 と自校方式給食の比較検討)

(5)第 5回

令和 5年 3月 9日 (木)9:30～■ 180 庁舎防災会議室

事務局説明

意見交換 (セ ンター方式給食と自校方式給食の比較検討)
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4 各回の概要

懇談会では、つくば市の学校給食における地産地消の推進や、食育の実施状況

を確認 した上で、その重要性を再認識 し、さらなる工夫の余地について意見が交

換 された。 (表 1)

また、地産地消や食育等の観点から、学校給食の提供 上望ま しい施設 として、

現行のセンター方式と自校方式の比較や施設見学を行い、それぞれのメリント、

デメジットを委員問で議論を行つた。 (表 2)

表 1 各国での意見一覧

意見 備考

第 1回 【A班】
・テーマとして自校方式給食を取り上げたい。
・牛久市の自校方式給食施設とつくば市の給食センター

の両方を見学したい。

【B班】
。食育の現状について情報共有した。
・現在、給食は前を向いて黙食をしておりとても悲しい

状況だが、早く元のようにしゃべりながら楽しく食べら

れるようになつてほしい。

【CttI
・昨年度多く意見の挙がった自校方式かセンター方式か

について、今年度も引き続き議論していきたい.向 校方
の実験的な導入など、建設的なゴールに向かって何かし

ら提案していきたい。
,地産地消に関する理解を深めたい。
・今後も物価が上がっていく中で、誇れるつくば市の給

食を維持するために必要なことをお金のこと )ヽ絡めて

議論したい。
・フー ドロスを減らすためにどうしたらいいかを考えて

いきたい。

A、 お、Cの 3つの班に

分かれて、グループワー

クを実施。

今年度懇談会の進め方

等について、意見交換を

行った.

第 21111 ・フー ドロスや購入額の課題に紺して、B品 (規格外)

の利用について言及されることがあるが、B罷Iだけを納

入するのはl本¬難である。また、子どもたちには、なるベ

くいいものを提供したいと考えている。
・野菜の規格 (大きさ)を一律そろえるというのは不可

能だが、大小にわけることで極力受け取つてもらつてお

り、すごく助かつている。
・フー ドロスに関して、給食の献立は決まっているので、

今この野菜が余つているから使つてくれ とい うのはど

うしても難 しい。協議 していくしかない。

・地産地消率の向上という点では、入札制度が非常にネ

ックになっている。特に今までに経験の無い気象となつ

てお り、経験を分析 しながら作つている農家が 1か月後

す こやか給食センター

豊塁見学後、地産地消に

ついて意見交換を行つ

た。
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の価格を予狽1す るのは非常に困難。
,規模の小さな農家を抱える JAは、少量多品目生産の

農家が早くから発達 し、直売所等に販路を開拓 してき

た。反 して、大規模化するセンターになかなか対応が難

ヒノくなっているゅ

第 3回 ・旬の ()のが経済lrllで も、栄養面でも一番優れている。

子どもたちにしつかりと旬をわかってもらい、その作物

の背景にある歴史や物語等考えてもらうと、地球環境に

やさしい農業経営につながると考えるゥ
・残食率が非常に少なくて、本当に子どもたちが大好き

だということがひしひし′伝わr,て きた。

(非公開の部分が多かったため、公開できる意見が少な

くなってしまった)

牛久市の白校方式給食

施設紹介 (Zoom利用)

後、都内小学校の栄養教

論による事例発表を行

う。

第 4i,■ | (各 グループから出た意見をそれぞれ 「本当にメリッ

ト・デメリットと言えるのか」を全員でチェノクした。

結果は表 2に記載。)

。現実的な方1鞠 として、給食センターのデメリットをど

うしたら消 していけるか、白校方式のメリットをどうや

ったらセンターに取り入れていけるか、という話し合い

を行つた方が建設的である。
・メインはセンター方式だが実験的に自校方式もやつて

いく、というような提言をまとめつつ、センターをより

よく運営 していくためにはどうすればよいか考えるべ

き。

A、 B、 Cの 3つの班に

分かれて、グループワー

クを実施。
センター方式給食 と白

校方式給食の比較検討

を行つた。

第 5回 ・つくば市の望ましい学校給食の在 り方について、各警

員の意見が聞きたい。(各委員の意見については、「5今
後の取糸ユみに封する各委員からの意見」に記載。)

・意見を報告書としてまとめる。

第 4回から継統 して、セ

ンター方式給食と自校

方式給食の比較検討を

行い、各委員の意見を求

めた。

表 2 給食施設の比H交検討

【給食センター

4

メヅット デメリント

食育

・市内で統一した食育が可能。 ・児童生徒にとって調襲現場が身近で

ないので、気軽に見ることができな

ヤ` c

地産地消 ・大量納品に対応できる農家もしくは

」Aを通 してのケースでないと納品しづ

らVヽ。

・小規模農家は大量の需要に討応する

ことが難 しい。
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コス ト ・施設の整備費や維持管理費のコス ト

効率が良い。
・大量購入のため、食材購入費のコス

ト効率が良い3

。人件費のコス ト効率がよい。

・配迷費用がかかる。

'セ ンター整備時に多額の建設費がか

殉ゝる。

その他 ・徹底 した術生管理の一元化を図るこ

とができる。

'調理工程の完全分業化や、専門調理

室の整備により、アレルギー対応の安

全性が確保されるε
・児童生徒数の増減に難応しやすいゥ

`白 校方式より調理員や栄養士の配置

が少なくてすむため、人員を確保しや
‐
ケヤヽ。
・企児童生徒が、同じ給食費で同じ給

食を食べることができる。

・配送時間が必要であり、出来立ての

給食を提供することができないし
,配送時間確保と大量調理のため、加

工品を使わざるを得なくなり、メニュ

ーに制限がでる。
・食中毒が発生 した場合、複数の学校

に被害が及ぶ。
・メニュー毎の残菜量がわからない。
・体校や学校行事等、急な変更への対

サ芯がし|こ くい。

【白校方式】
メジノト デメ l)ッ ト

食育 ・児童生徒が給食を身近に感 じるこ

とができる。
・児童生徒の実態に応じた食育が進

めやすい。
・学校独自の献立や、手間をかけた

訓理が可能。
・力‖工品の使用を抑えられ、添力II物

の使用が少なくできる。
・学校で児童生徒が育てた野菜を給

食に使用することができる。
・メニューと残菜量の比較ができる

ため改善点が検討でき、フー ドロス

削減を図ることができる。
・学校行事と連携 したメニューを作

りやすい。
・児童生徒白身が献立を作るなど、

直接給食作 りに参加 しやすい。

地産地消 ・少量生産の地元生産者からの納入

も可能なため、地産地消が進めやす

いじ

・配送先が増えた場合、業者の納母Hが

大変になf)て くる。

コス ト ・配送費用がかからない。 ・施設の整備費や維持管理費のコスト

負担が大きい。

・食材購入費が割高になる。
・人件費のコス ト負担が大きい。
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その他 ・出来立ての給食を提供することが

できるっ
・学校独自の個別のアレルギー対応

ができる。
・行事や体校等、急な変更の場合で

も学校の都合に応 じた給食提供が可

能。
。各校に人員を配置するため雇用が

生まガしる。

・各校に人員を配置する必要があり、

人員確保が困難。
・学校内に給食室整備のための場所が

必要。
・児ミ生徒数の増加に対応しづらい。
・術生管理やアレルギー対応につい

て、4酬別管理の徹威が必要となる。

5 今後の取組みに対する各委員からの意見

・どうしても白校方式には勝てない部分があることが明確になった。しかし、様々

な工夫によつて、その差が埋まることはたくさんあるので今後 F又 り組むべきと考

える。

・給食は安全に安定 して供給することが基木であり、その、Llこ食育など様々なこ

とがあると考える。センターのデメリットと言われることがメリッ トに変えられ

ないか、検討 していくべき。

・短期的にはつくば市が自校方式を取 り入れることはないと思 うが、将来的な考

え方をどうするか、センター方式を取 りながらも自校方式の良い点をどう取 り入

れるか、といつたことを今後検討すべきと考える。

…子どもたちが減った時に施設が無駄になることのないよう、将来に負担を残す

ような施設整備をすべきではない。

・食料白給率が低い我が国の現状がある中、消費者側 としていかに生産者をサポ

ー トし、生産者を増や していくのか、皆で考えていくことが必要9

・国は 2050年 に 25%をオーガニックにするという日標を掲げているので、市内

でもそれに向けた動きをする必要がある。オーガニック食材を給食にも取 り入れ

られるように、方向性を探るべきと考える。

・センターのデメリントを抑えて自校方式のメリットを取 り入漁′ることで、子ど

もたちの給食を良くしていくべき。

・センター方式でも地産地消を進める方策を考えていく必要がある。

・将来的な給食センターの老朽化や調理機器の老朽化に対 して、少 しでも将来に

負担をかけぬよう、日々の施設管理や設備メンテナンスを通切に行 う必要がある。

・保護者が、自分たちの子 どもが食べている給食についてもつと関心を持てるよ

うな取組みを考える必要がある。

・小麦アレルギーの子 どもが皆と一緒の給食を食べられる頻度を増やすため、米

粉を使ったパンや麺などの使用を考えると良い。
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・給食の時間や食育を充実させるため、給食時間を長く取れる方策を考えると良

↓ヽ。

・ 自校方式の話になるとコス ト面の話にな りがちだが、給食は子 どもの日に入る

ものであり、子どもを作っていくものであるので、コス トを割 くべきと考える。

・他白治体の情報 t)集めて調査研究を進め、つくば市ではどんなや り方がいいの

か、今後も検討 していくべき。

・ 自校方式の良いところをたくさん話 し合つた。1校でもいいので自校方式を取

り入れることを検討 していくべきと考える。

・ハラール食や、アレルギーの児童生徒も食べられる給食の提供の頻度を上げら

れると良い。

・害1れにくい磁器 (ポーセ リン)の食器での提供について、検討いただくと良い。

・ 自校方式の給食を 1か所でも2か所で詫)開始するための具体的な検討、準備を

始めるべきと考える。老朽化が問題 となつている茎崎給食センターの配送先の学

校や、広い敷地を有する学校が候補にな り得る。 1か所、 2か所での実施を踏ま

え、さらに長期的な方針を検討するのが良いと考える。

・センター方式主流で実施 していく中で、美味 しく、できたての温かい給食を提

供 していく方法を模索すべき。具体的には、力HI品の使用を減 らし、添力H物の少

ない給食の提供を検討すべき。

・一対
‐・の関係作 りができる白校方式 と異な り、センター方式は子どもたちの直

接的な関わ りが薄くなってしまうとい うことだったので、この弱みを補 うべく、

子 どモ)た ちの献立作 りへの参加、子 どもたちの施設見学など、積極的に子どく)た

ちを給食づくりに巻き込み、発信 していくと良い。

・新設校に自校方式給食施設を導入 し、自校方式給食での食育の取 り組みや地産

地消の取 り組みを積極的に進めるべきと考える。

。芸崎給食センパーは容田部に統合せず、各校に自校方式給食施設の導入を検討

すべき。少なくとも、建替えで茎崎に給食センターを残すべき。

・ 自校方式給食に実際にかかる費用、食育及び地産地消推進におけるベネフィン

ト等の比較をし、大規模給食センターが更新 となる時までに方向性を定められる

よう、研究を進めていくべきと考える。

こ納入業者が大規模か小規模かを問わず、地産地消を進めるためには入札以外の

方法を検討すべきと考える。

6 お矛♪リイこ

木懇談会では、学校給食の提供上望ま しい施設 として、現行のセンター方式 と
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自校方式の比較検討を行つた。市は今後の給食施設整備に当たつては、当懇談会

委員から導入を望む声が多かった自校方式について検討 されたい。また、つくば

市の学校給食における地産地消の状況や食育の実施状況を確認 し、さらなる工夫

の余地について意見も交換された。

他 白治体の事例を学ぶ機会にも恵まれ、施設整備面だけでなく、食育の取組み

等において参考 となる実例に触れることもできた。

今年度最後の懇談会では、各委員から年間を通 しての総橋 として、上記のよう

な今後つくば市 として取 り組むべき内容が意見として出された。

今後、これ らの意見を参考に、つ くば市学校給食のさらなる向上を図ることが

望まれる。
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